


	アカウント登録届（作成コードの発行）

令和　　　年　　月　　日
　　　　　　　　
求人者マイページを開設するため、アカウント作成コードの発行を申請します。


事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

担当者　　　　　　　　　　　　連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　


	
※安定所処理欄　　　　　　　　　　　　
事業所番号　３１０２　－　　　　　　　　－




◆アカウント登録届の提出はメールにてお願いいたします。
　　　    メールアドレス　　31020kyujin★mhlw.go.jp
※迷惑メール防止のため、アドレスの一部を変えています。「★」を「＠」に置き換えてください。
※ハローワーク米子ホームページよりWEB申請も可能です。
　　

◆ハローワークでの確認後メール等にてご連絡いたしますので、下記のとおりマイページ開設手続きをお願いいたします。
■マイページ開設手順
ハローワークインターネットサービスにアクセスする。
アカウント作成コードをハローワークで発行済みの求人者を押す。
プライバシーポリシーとマイページ利用規約を確認し、「同意します」にチェック→次へ進むを押す。
「必要な情報の入力（パスワード登録申込）」画面にて、
　　　　　ハローワーク窓口で発行した『アカウント作成コード』等を入力し、次へ進むを押す。　
「パスワード登録」画面にて、　「登録するパスワード」、④で入力したメールアドレス宛に届く
　　　　　「認証キー」を入力し、完了を押す。
　　　　　　※パスワードは半角数字、英字、記号のすべてを含む８桁以上
ログイン画面へ進むを押し、ID・パスワードを入力するとマイページにログインできる。



· 事業所として、ＩＤ（メールアドレス）・パスワードの管理をお願いします。
転勤・退職等により担当者が変更となり、求人者マイページが利用できなくなる事案が発生しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



